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コロナ禍および原油価格・物価高騰等の影響を受け
る本県経済への支援 

(1) 「新型コロナウイルス感染症対応資金」の返済支援 

○ 利子補給期間の延長と国における借入条件の有利な借換制度の創設 

(2) 地域経済を支える観光関連産業への支援の継続 

〇 国内観光の需要喚起策の実施 

(3) 総合的な経済対策の実施 

 〇 国において全国的・継続的な経済対策の実施 

(1) 「新型コロナウイルス感染症対応資金」の返済支援 

○ 「新型コロナウイルス感染症対応資金」は、融資後の当初３年間は利子補給される

ことから、元金の据置期間を３年に設定している事業者が多く、そういった事業者

は、令和５年度には利子補給の終了および元金返済の開始が重なることとなり、資金

繰りが急速に悪化する恐れがある。 

○ コロナ禍および原油価格・物価高騰等の影響を受ける事業者の事業継続を強力に支

援するため、利子補給期間の延長および国における新しい借換制度の創設によって、

事業者の返済負担を軽減することが必要。 

(2) 地域経済を支える観光関連産業への支援の継続 

〇 コロナ禍の長期化により、観光入込客数の大幅な減少が続いており、特に本県に

おいては、全国と比較して回復に遅れがみられる。 

○ 観光関連産業は極めて厳しい状況にあることから、現在実施している地域観光事

業支援を活用した国内観光の需要喚起策を、引き続き実施していくことが必要。 

(3) 総合的な経済対策の実施 

〇 本県経済は、２年超に及ぶコロナ禍で疲弊していることに加え、現下の原油価格・

物価高騰等により深刻な影響を受けている。 

〇 本県においても、補正予算や対策本部の設置等により対策を進めているところで

あるが、原油価格・物価高騰等については全国的な課題であることから、国の物価・

賃金・生活総合対策本部等における総合的な対策の強化が必要。 

２．提案・要望の理由 

１．提案・要望内容 【提案・要望先】内閣官房、経済産業省、国土交通省 

 コロナ禍の先行きが不透明な中、原油価格・物価高騰等の影響も相まって、深刻な

影響を受けている事業者への資金繰り支援の実施の検討、観光関連産業への支援の

継続および総合的な経済対策の実施をお願いしたい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(1) 資金の状況 
○ 「新型コロナウイルス感染症対応資金」について、多額の融資を実行したことに

より、新型コロナウイルス感染症流行前（令和２年１月末）と比較して、本県の

制度融資残高は 7.2 倍と大幅に増加。当該資金が県制度融資残高の 76%を占める。 

 令和２年１月末（ａ） 令和４年６月末（ｂ） ｂ／ａ 

県制度融資残高 

（うちコロナ対応資金） 

42,846 百万円 

（－） 

309,051 百万円 

(235,592 百万円) 

7.2 倍 

   
○ 当該資金利用者の約３割が元金の据置期間を３年に設定し、令和５年度から返

済を開始する。                 （令和４年１月末時点） 

据置期間 なし ～1年 ～２年 ～３年 ～４年 ～５年 合計 

件数 6,994 2,095 1,271 5,273 235 951 16,819 

割合 41.6 12.5 7.6 31.3 1.4 5.6 100.0 

  

(2) 本県観光の状況 
〇 本県の令和３年の観光入込客数は、コロナ禍前の令和元年と比較すると、約３割

減と大きく落ち込んでおり、観光関連産業は極めて厳しい状況が続いている。 

〇また、全国の日本人宿泊客数は、コロナ禍前の令和元年と比較して約２割減であ

るのに対し、本県では約３割減と回復に遅れがみられる。 

観光庁「宿泊旅行統計」 

  令和４年１月～６月 令和元年１月～６月 対令和元年増減率 

滋賀県 1,437,300 2,109,240 ▲31.9% 

全国 187,417,050 226,704,330 ▲17.3% 

                               

 (3) 本県の対応 
〇 原油価格・物価高騰等に対して、「滋賀県総合経済・雇用対策本部」本部員会議 

を開催し、県内の経済情勢や国の状況等を踏まえ、県としての対策の方針を確認。 

〇 「県民生活への支援」、「事業活動の下支え」、「未来を見据えた投資の促進」の 

３本の柱により、影響緩和に向けた対策を講じている。 

【県民生活への支援】 

 ・子ども食堂等の活動への支援 等 

【事業活動の下支え】 

  ・中小企業者向け制度融資の拡充 

  ・電子割引券発行による県内消費の喚起 等 

【未来を見据えた投資の促進】 

  ・ＣＯ２ネットゼロに資する取組支援 等 

 

 

 

 

（本県の取組状況と課題） 

担当：商工観光労働部 (1) 中小企業支援課     (2) 観光振興局 
TEL 077－528－3730   TEL 077－528－3740 

 (3) 商工政策課 
                TEL  077―528―3712   


